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武蔵村山市環境基本計画の策定にあたって 
 

私たちのまち武蔵村山市は、自然に恵まれた狭山丘陵を背景に、

武蔵野の面影が色濃い雑木林などの豊かな自然環境の中で発展

してきました。 

一方、社会経済活動の拡大や便利で豊かな生活は、大量生産、

大量消費、大量廃棄をもたらし、大気の汚染や緑の減少など身近

な生活環境に悪影響を及ぼし、地球温暖化やオゾン層の破壊など

地球全体の環境にも少なからず影響を与えています。 

私たちは、良好な環境の下に、健康で安全かつ快適な生活を営む権利を有するとともに、

その環境を将来の世代に引き継ぐ責務を担っております。 

そこで、豊かな環境を将来の世代に引き継ぐため市は、｢緑輝く快適ステージ ふれあい

文化都市 むさしむらやま｣を将来都市像に掲げ、各種の施策に取り組んできました。 

そして、平成 16 年 7 月に武蔵村山市環境基本条例を施行し、この条例に基づき、このた

び、環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、武蔵村山市環境基本

計画を策定しました。 

この環境基本計画は、市・市民・事業者を推進主体とし、それぞれの立場でそれぞれの役

割を担い、三者の協働のもと積極的な行動をすることを基本として、『狭山丘陵にいだかれ

た自然と共生し、誰もが安心して暮らせるまち“武蔵村山市”』を望ましい環境像とし、こ

の望ましい環境像を実現するために、6つの基本目標、13の環境目標を掲げました。 

今後、市は本基本計画をもとに環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図

る所存でございますので、市民、事業者の皆様のより一層の御理解、御協力をお願いいたし

ます。 

最後になりましたが、この計画の策定にあたり御尽力を賜りました、武蔵村山市環境審議

会や武蔵村山市環境基本計画市民懇談会の委員の皆様をはじめ、貴重な御意見をいただきま

した市民の皆様に心より感謝申し上げます。 

 

平成 18年 12月 

 

武蔵村山市長           
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